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			国有林への入林について

			1．国有林への入林を希望する方 



平成30年4月1日より入林の手続きが変更になりました。
入林を希望される方は【入林に際しての遵守事項】 (PDF : 104KB)をご確認の上、手続き方法については関東森林管理局ホームページの国有林への入林及び下記事項をご確認ください。
なお、様式については、下記添付様式をご利用ください。
また、入林を希望される内容・場所等により、入林届以外の手続きが必要となる場合がございますので、確認されたい方は15日以上前にご連絡ください。
 ※保安林の手続きが必要となった場合は、その手続きに1ヶ月以上かかる場合がございます。
 ※提出は、森林管理署への持ち込み、郵送に加え、ファクシミリ及びインターネット（E-mailは静岡森林管理署代表アドレスへ）から、お選びいただけます。直接お持ち込みいただいた際に、勤務時間外又は留守の場合は、森林管理署の郵便受に投函してください。
 ※入林届は、森林管理署で受領し手続き完了後、写しを返送します。郵送での返送を希望される場合は、返信用封筒と切手を入林届と併せて持ち込み又は郵送してください。
 ※場合によっては、入林届を提出されたとしても、当署事業上支障が出る、安全の確保が取れない、制限の係る森林である、入林の目的が了承できない等、様々な状況・理由により入林をお断りすることもございますので、その際はご了承願います。

入林届（第72号様式）「一般・調査・その他の理由のための入林届（無人航空機の飛行等を除く）」(EXCEL : 21KB)

入林届（第73号様式）「無人航空機を飛行させる場合の入林届」(EXCEL : 22KB)
下記PDF「無人航空機の飛行を伴う入林届の注意事項及び必要書類」をお読みください。 
無人航空機の飛行を伴う入林届の注意事項及び必要書類(PDF : 84KB) 

入林届（第74号様式）「鳥獣の捕獲等のための入林届」(EXCEL : 40KB)
下記「一般の狩猟のための入林者への注意事項」をお読みください。 

入林届（第75号様式）「国・県・市町村の職員等のための入林届」(EXCEL : 18KB)

入林届の内容に対しての実際の入林状況・日時・人数等の把握、場合により事業実行上調整等を行う必要が有るため、長期での入林・届出時入林者が確定していない・狩猟のための入林・他に当署が必要と判断した場合については、下記添付（別紙2）連絡表（基本事項を記載されていれば任意様式でも可）を実際入林の都度（1週間ほど前）に、FAX（FAXできない場合は郵送もしくはメールでも可。）でご連絡してください。（メールでのお問い合わせはこちら）

【別紙2】連絡表（鳥獣捕獲・狩猟等のための連絡表）（令和2年10月更新）(EXCEL : 497KB)  

【別紙2】連絡表（鳥獣捕獲・狩猟等以外のための連絡表）(EXCEL : 21KB) 





   一般の狩猟のための入林者への注意事項  









注意事項及び遵守事項(PDF : 268KB)  
下記添付箇所について、立入禁止区域及び鳥獣保護区となります。

立入禁止区域及び鳥獣保護区(沼津市、御殿場市、裾野市、長泉町、小山町)(PDF : 3,901KB) 
立入禁止区域及び鳥獣保護区(静岡市)(PDF : 1,162KB) 
立入禁止区域及び鳥獣保護区(島田市、川根本町)(PDF : 4,254KB) 
立入禁止区域及び鳥獣保護区(富士宮市) (PDF : 1,295KB) 
立入禁止区域及び鳥獣保護区(富士宮市、富士市) (PDF : 1,860KB) 
【参考】静岡県鳥獣保護区等位置図抜粋(PDF : 871KB)   



2．国有林に入林する際の注意事項


上記の入林手続きを行っていただくとともに、下記「安全のため遵守事項」および「立入禁止区域図」のご確認をお願いします。 
なお、当署ホームページで立入禁止区域（公共施設、一般公道・公園、県等自治体が管理する遊歩道及び登山道等を除く区域）となっている場所は入林届を提出した者であっても立入禁止となりますのでご了承ください。
また、入林情報の提供で記載のとおり、立入禁止区域には国有林野事業実行箇所のほか、有害鳥獣捕獲・管理捕獲事業実施区域等を含めています。
令和3年度国有林野事業実行箇所（表富士森林事務所管内）を富士山自然休養林遊歩道Aコースが通っているため、現地に立入禁止表示をしています。遊歩道ご利用の際は富士山自然休養林ハイキングマップ等をご確認ください。





   安全のための遵守事項


 安全のための遵守事項(平成31年2月4日更新）(PDF : 61KB)  






   立入禁止区域図     
      ※立入禁止区域内に既存する公共施設、県や地元市町村等が管理する登山道・遊歩道などについては、利用及び通行可。


      静岡森林事務所(静岡市) (PDF : 896KB) 

      上井出森林事務所(富士宮市)(PDF : 1,368KB)   

      表富士森林事務所(富士宮市、富士市) (PDF : 1,867KB)  

      沼津森林事務所(沼津市、御殿場市、裾野市、長泉町、小山町)(PDF : 3,007KB) 
      ※愛鷹山伐採作業中に伴う注意事項（宮本地区）(PDF : 731KB)   
      ※愛鷹山伐採作業中に伴う注意事項（東野地区）(PDF : 542KB) 

      千頭森林事務所(島田市、川根本町)(PDF : 3,093KB)   
     

			
				お問合せ先

				静岡森林管理署

				担当者：業務グループ森林ふれあい担当
ダイヤルイン：054-254-3401


			

			
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。

					Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。
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住所：〒371-8508 群馬県前橋市岩神町
4-16-25

電話：027-210-1155（代表）

法人番号：4000012080002
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